
別府市重度障がい者等就労支援特別事業の実施について 

 

別府市では、これまで障害福祉サービス等で認められていなかった、通勤や職場における支援

を実施することで、重度障がい者等の就労をサポートします。 

対象者 以下の要件に全て該当される方 

○重度訪問介護、同行援護、行動援護の障害福祉サービスの支給決定を受けて

いる方 

○民間企業に雇用される人（就労継続支援Ａ型の利用者を除く）もしくは自営

業者等で、週の所定労働時間が１０時間以上である方（本事業を利用すること

で、１０時間以上になる場合も含む） 

○別府市内に在住していること（勤務先は市内に限定しない） 

支援内容 企業に雇用されている方の場合 

民間企業が、重度障がいのある方等を雇用するにあたり、独立行政法人高齢・

障害・求職者雇用支援機構（以下「ＪＥＥＤ」という。）「障害者雇用納金制

度」に基づく助成金を活用して職場介助者や通勤援助者を委嘱しても、さらに

支援を必要とする場合に、障害福祉サービス（重度訪問介護、同行援護又は行

動援護）と同等の支援を行います。 

 

※１ 職場等における業務介助（JEEDの助成金を活用） 

 文書の朗読・作成、機器操作、入力作業、業務上の外出の付添い等 

※２ 職場等における上記以外の身体介護 

 喀痰吸引、姿勢の調整、安全確保の見守り等 

※注 自営業の方は、JEEDの助成金の部分についても、本市で支援します。 

 

自営業の方の場合 

重度障がいのある方等が自営業者として働く場合、JEEDの助成金の対象とな

らないため、本事業単独で支援を行います。 

 

企業に雇用されている方 JEEDの助成金を活用 本事業で支援 

通勤支援 各年度3か月まで 各年度4か月以降 

職場等における業務介助

（※１） 
○ ―（助成金で対応） 

職場等における上記以外

の身体介護（※２） 
×（助成金の対象外） ○ 



 

自営業の方 JEEDの助成金を活用 本事業で支援 

通勤支援 
 

○ 

職場等における業務介助  ○ 

職場等における上記以外

の身体介護 
 ○ 

サービス提供

事業者 

サービス提供（ヘルパー派遣）を行う事業者は、重度訪問介護、同行援護又は

行動援護を行っている指定障がい福祉サービス事業者となります。（別途、市

と委託契約を締結する必要あり） 

支給量上限 ① 重度訪問介護の支給決定者 １６０時間／月 

② 同行援護の支給決定者    ３０時間／月 

③ 行動援護の支給決定者    ３０時間／月 

利用者の負担 サービスの利用に要した費用の１割 

（重度訪問介護等と同じ上限額の設定。なお、市民税非課税世帯の方の利用負

担はありません。下表を参照ください。） 

対象 月額負担上限額 

生活保護世帯 ０円 

市町村民税非課税世帯 ０円 

市町村民税課税世帯（所得割16万円未満） ９，３００円 

市町村民税課税世帯（所得割16万円以上） ３７，２００円 
 

支援計画書に

ついて 

本事業を利用するためには、自営業者を含む民間企業は、重度障がい者等の

通勤や職場における支援内容やその範囲等をまとめた「支援計画書」（別紙１

－１）について、関係者（重度障がい者、サービス提供事業者等）と連携して

作成することとしています。 

 なお、指定特定相談支援事業者が作成に協力した場合は、下記に定める協力

費を市に請求できます。 

支援計画作成協力費 

障害者総合支援法に規定する

計画相談支援給付を受けてい

る者の計画作成 

３，０００円 

障害者総合支援法に規定する

計画相談支援給付を受けてい

る者の計画見直し 

１，５００円 

 

問い合わせ先 別府市役所 市民福祉部 障害福祉課 支援係 

TEL ：０９７７－２１－１４１３ 

FAX ：０９７７－２２－１７８０ 

MAIL：haw-hw@city.beppu.lg.jp 

 


